
※都市再生特別措置法（平成十四年四月五日法律第二十二号） 抄 

 

（都市再生緊急整備協議会） 

第十九条 国の関係行政機関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の

長（以下「国の関係行政機関等の長」という。）は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生

緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議（特定都市再生緊急整備地

域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第一項に規定する整備

計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整）を行うため、都市再生緊急整備協議会（以下

この章において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特

殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関（関係地方公共団体の長を除く。）、地方独

立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者又はこ

れらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共

公益施設の整備若しくは管理を行う者（第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。）を

加えることができる。 

７ 第一項の協議を行うための会議（以下この条において単に「会議」という。）は、国の関係行政

機関等の長並びに第二項及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等又はこれらの指名する

職員をもって構成する。 

１０ 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなけ

ればならない。 

１１ 協議会の庶務は、内閣官房において処理する。 

１２ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（整備計画） 

第十九条の二 特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、

地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るため

に必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画（以

下「整備計画」という。）を作成することができる。 

３ 整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記

載された者の全員の合意により作成するものとする。 

 

（整備計画に記載された事業の実施） 

第十九条の三 整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなけれ

ばならない。 
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